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2月号（545号） 

 大川原化工機株式会社（以下「X会社」という）は，噴霧乾燥器の製造・販売等を行っ

ている。噴霧乾燥器とは，液体原料を微細な液滴にして噴霧し，熱風で急速に乾燥させる

ことで粉体を生成する装置である。令和 2年 3月 11日，X会社の代表取締役（X1），取締

役（X2），顧問 H（これら 3名を以下「X1ら」という）は，外国為替及び外国貿易法に違反

し，噴霧乾燥器を中華人民共和国に向けて無許可で輸出したとの容疑で，警視庁公安部に

より通常逮捕された（以下「本件逮捕」という）。そして，A検事は，同月 31日，X会社

および X1らを公訴提起した（以下「本件公訴提起」という）。 

 外為法 48条 1項は，「国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるも

のとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする

者は，政令で定めるところにより，経済産業大臣の許可を受けなければならない」と定め

る。輸出貿易管理令（政令）は，「噴霧乾燥器」を輸出規制の対象としている。ただし，

あらゆる噴霧乾燥器が輸出規制を受けるわけではない。規制対象となるのは，輸出貿易管

理令別表第一及び外国為替令別表の規定に基づき貨物又は技術を定める省令（以下「本件

省令」という）2条の 2第 2項 5号の 2が定める複数の要件を満たすものに限られる。要

件の 1つは，「定置した状態〔注，分解しないことを指す〕で内部の滅菌又は殺菌をする

ことができるもの」（以下「本件要件」という）である。ここでの「滅菌又は殺菌」の意

味については，経済産業省の通達（以下「本件通達」という）により，「物理的手法（例

えば，蒸気の使用）あるいは化学物質の使用により当該装置から全ての生きている微生物

を除去あるいは当該装置中の潜在的な微生物の伝染能力を破壊することができるものをい

う」と解釈することが定められている。 

 上記の規制は，生物化学兵器の拡散防止を目的とする国際的な枠組みの下で，日本では

平成 25年に導入された。国際的に合意された文書では，「滅菌」（sterilized）とは，「物

理的方法（例えば蒸気）又は化学物質の使用を通じて当該装置から全ての生きた微生物を

除去すること」を意味し，「殺菌」（disinfected）とは，「殺菌効果のある化学物質の使用

を通じて当該装置中の潜在的な微生物の感染能力を破壊すること」を意味すると定義され

ている。 

 X会社は，自社の噴霧乾燥器は本件要件を満たしておらず，輸出規制の対象ではないと

の判断の下で，輸出を行った。しかし，警視庁公安部は，本件通達に従えば，噴霧乾燥器

については，付属の乾燥用ヒーターによる乾熱で内部を温め（すなわち空焚きを行い），

結果として装置内部の細菌を死滅させることができれば本件要件に該当するとの解釈を採

用した（以下「捜査機関独自解釈」という）。そして，警視庁公安部は，X会社の噴霧乾燥

器は付属のヒーターによって装置内部を 110℃以上に保つことができ，細菌の中にはこの

温度で死滅するものもあるという実験結果を得たため，本件要件に該当すると結論付け

た。本件逮捕前および逮捕後の警察官・検察官による取調べにおいて，X1らは，噴霧乾燥



法学教室 2025 年度演習 行政法設問集 齋藤健一郎 先生 

2 

器内には熱風が行きわたらず温度が上がりにくくなる箇所があることを指摘していたが，

この点に関する実験（噴霧乾燥器の温度測定のやり直し）は行われなかった。 

 ところが，本件公訴提起後，X会社とその弁護士は，噴霧乾燥器内には熱風が行きわた

らず温度が上がりにくくなる箇所があること，温度測定実験をしたところ当該箇所の最高

温度が 53℃であったこと，粉体の状態において 50℃で乾熱処理をしても死滅しない細菌

が存在することを確認し，令和 3年 3月および 6月，報告書を裁判所に提出した。これを

受けて，捜査機関側でも同様の温度測定と実験を行ったところ，X会社の報告書と同様の

結果が得られた。こうしたことから，令和 3年 7月 30日，公判担当であった B検事は，X

会社の噴霧乾燥器が外為法の規制対象物件であることの立証が困難であると判断し，公訴

を取り消した。 

 以上の場合において，X会社および X1ら（顧問 Hについてはその遺族）は，本件逮捕お

よび本件公訴提起は違法であったと考え，Y（東京都および国）を被告として，国家賠償

法 1条 1項に基づく損害賠償請求訴訟を提起することとした。この訴訟においては，どの

ようなことが争点になり，Xらはどのような法的主張をすべきか。最判昭和 53・10・20民

集 32巻 7号 1367頁（芦別事件）を踏まえて，また，検察官による公訴提起に関しては最

判平成元・6・29民集 43巻 6号 164頁（沖縄ゼネスト事件）も踏まえて，検討しなさい。 
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1月号（544号） 

 多くの公立聾学校では，聞こえない・聞こえにくい児童生徒に対して，手話を取り入れ

ながらも，残存する聴力を活用した発音指導や読唇指導を行うなどにより，日本語を習得

させ，日本語を用いた授業が行われている（聴覚口話法といわれる）。こうした中にあっ

て，北海道（Y）が設置する特別支援学校である北海道札幌聾学校（以下「札幌聾学校」

または「本件学校」という）は，平成 19（2007）年度から，従来の聴覚口話法のクラスに

加えて，日本手話を用いて授業を行うクラスを編成した。日本手話とは，日本語とは異な

る文法や語彙体系をもった手話であり，日本語の話し順にそって日本語の単語を手話に置

き換える日本語対応手話とは異なるものである。札幌聾学校における日本手話クラスの取

組は，公立学校としては全国的にも先駆的であった。平成 26（2014）年度からは，日本手

話クラスは二言語クラスになり，日本手話と日本語の 2つの言語を用いた指導が行われる

ようになった。児童生徒は，聴覚口話法のクラスと二言語クラスを選ぶことができる。 

 先天性の聴覚障害がある Xは，母もろう者であり，幼い頃から日本手話で生活をしてき

た。Xの母語は日本手話である。Xは，令和 2（2020）年 4月 1日，札幌聾学校の小学部に

入学し，二言語クラスに所属した。Xが 1年次と 2年次の担任は，ろう者であり日本手話

を母語とする教諭であった。ところが，Xが 3年次の担任教諭 Aは，日本手話を使用する

ことができなかった。Aは，授業において日本語対応手話を使用したが，日本手話が母語

である Xはこれを読み取ることができなかった。また，Aは，Xが使う日本手話を読み取

れないことがあった。こうしたことから，Xは，3年次の 4月から欠席することが多くな

った。Xの母は，北海道教育委員会（以下「道教委」という）の教育長や本件学校の校長

に対し，Xの担任を日本手話が使用できる教員に交替することを求めたが，実現しなかっ

た。本件学校には，日本手話を十分に使用できる教員は数名しかいなかった。 

 Xは，本件学校の校長が，日本手話を十分に使用することのできない教員を Xの担任に

したことに不満がある。Xは，日本手話を主に用いた授業を受けたいと考えている。もっ

とも，教育関係法令の中に，聾学校においては手話で授業をすべきとする規定はない。特

別支援学校小学部・中学部学習指導要領の中に，手話を「適切に活用」するとの定めがあ

るにとどまる。その一方で，憲法 26条 1項は，教育を受ける権利を保障する。障害者権

利条約 24条 3項⒞は，「盲人，聾者又は盲聾者（特に盲人，聾者又は盲聾者である児童）

の教育が，その個人にとって最も適当な言語並びに意思疎通の形態及び手段で，かつ，学

問的及び社会的な発達を最大にする環境において行われることを確保すること」について

締約国は適当な措置をとるものと定める。障害者基本法 3条 3号は，「全て障害者は，可

能な限り，言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が

確保されるとともに，情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大」が

図られなければならないと定める。 

 以上の場合において，Xは，どのような訴訟を提起することができるか，および，どの

ような法的主張をすべきであるか，検討しなさい。 
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12月号（543号） 

 平成 23（2011）年 3月 11日，東日本大震災（東北地方太平洋沖地震）（以下「本件地

震」という）が発生した。日本の観測史上最大となるマグニチュード 9.0の大地震であっ

た。本件地震に伴う津波（以下「本件津波」という）は，東京電力が設置・運営していた

福島第一原子力発電所に到来した。本件津波により，福島第一原発の敷地は浸水し，原子

炉等がある建たて屋ややの付近では最大約 5.5mも浸水した。建屋の中に海水が入り，非

常用ディーゼル発電機等の非常用電源設備が浸水し，使用できなくなった。地震による設

備故障により福島第一原発では電力供給が止まっていた中で，非常用電源設備も使用でき

なくなったのである。その結果，本件地震の発生当時運転中であった 1号機から 3号機の

各原子炉は，炉心を冷却することができなくなった。燃料が高温になって損傷し，これに

より水素ガスが発生し，水素爆発を起こした。こうして，福島第一原発から大量の放射性

物質が放出されるという事故（以下「本件事故」という）へと至った。 

 ところが，国においては，平成 14（2002）年 7月，文部科学省に設置された機関（地震

調査委員会）が「長期評価」といわれる文書を公表していた。これは，三陸沖北部から房

総沖にかけて，マグニチュード 8クラスの大地震が発生する可能性を示すものであった。

当時の原子力安全委員会は，平成 18（2006）年 9月，原子炉の耐震設計の安全審査に関す

る新たな指針を策定した上で，既存の原子炉についても新指針に照らした耐震安全性の評

価を実施するよう東京電力に対して指示をした。そして，平成 20（2008）年 4月頃，東京

電力は長期評価に基づいて福島第一原発に到来する可能性のある津波の試算を行ったとこ

ろ，敷地の南東側では最大で海抜 15mの高さになり敷地の高さ（海抜 10m）を超えるが，

敷地の東側では敷地の高さを超えず，また，原子炉等がある建屋付近では 2mの深さで浸

水する，という評価結果が得られた。しかしその後，東京電力は対策をとらなかった。 

 Xらは，事故当時，福島県やその隣接県に居住していた者である。Xらは，本件事故に

より平穏生活権等を侵害されたとして，国（Y）に対し，国家賠償法 1条 1項に基づき損

害賠償請求訴訟を提起した（東京電力に対しても訴訟を提起しているが省略する）。Xら

は，経済産業大臣が電気事業法 40条に基づく技術基準適合命令を発出せず，東京電力に

津波回避措置を講じさせることを怠ったことは違法であり，そのために本件事故が発生

し，損害を被ったと主張した。電気事業法 40条（平成 24年改正前のもの。現在は，発電

用原子炉施設に対しては原子炉規制法 43条の 3の 23が適用される）とは次の規定であ

る。「経済産業大臣は，事業用電気工作物が前条第 1項の経済産業省令で定める技術基準

に適合していないと認めるときは，事業用電気工作物を設置する者に対し，その技術基準

に適合するように事業用電気工作物を修理し，改造し，若しくは移転し，若しくはその使

用を一時停止すべきことを命じ，又はその使用を制限することができる」。技術基準の 1

つには，原子炉施設等が津波により損傷を受けるおそれがある場合，防護施設の設置等の

適切な措置を講じなければならない，との定めがあった。 
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 Xの提起した損害賠償請求訴訟においては，どのようなことが争点になり，Xはどのよ

うな法的主張をすべきか，検討しなさい。 
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11月号（542号） 

 太陽光発電事業を目的とする合同会社 Xは，静岡県伊東市（Y）の八幡野の山林におい

て太陽光発電設備を設置し，これにより発電事業を行うことを計画した。40ha（1haは

100m×100m）を超える森林を伐採し，そこに太陽光パネルを設置するという大規模な計画

であり，メガソーラーといわれるものに当たる。Xは計画を進めるために，以下の手続を

とった。 

 まず，太陽光パネルを設置するにあたっては，立木の伐採だけでなく，土を削ったり外

から土を運び入れるなどして整地をしなければならない。本件の山林では，整地をするに

は森林法 10条の 2に基づく都道府県知事の林地開発許可を受ける必要がある。そこで，X

は，平成 29（2017）年 3月，静岡県知事に対し，この許可の申請をした。知事は，平成

30（2018）年 7月，Xに対し，林地開発許可をした。もっとも，許可には以下の条件が付

された。「防災工事を先行し，施行区域外へ土砂が流出しないよう十分配慮して工事を実

施すること」，「工事に伴い発生する土砂，伐採木及び風倒林が，下流域への災害の発生源

とならないように，適切な処理を行うこと」などである。 

 次に，太陽光パネルを設置するために山林の土地を開発すると，そこは傾斜地であるか

ら，土砂災害が発生する危険がある。これを防ぐために，宅地造成等規制法（なお，令和

3〔2021〕年に発生した熱海の土石流災害を受けて令和 4〔2022〕年に全面改正され，題名

も「宅地造成及び特定盛土等規制法」〔盛土規制法〕になったが，設問ではこの改正前の

もの）が規制をしている。規制区域内では，宅地造成工事をしようとする者は，工事前に

都道府県知事の許可を受ける必要がある（8条〔現 12条〕）。そこで，Xは，林地開発許可

の申請と同じ頃（平成 29年 3月），Y市長（県知事から権限が委任されている）に対し，

この許可の申請をした。Y市長は，平成 30年 2月，Xに対し，工事の許可をした。もっと

も，許可には以下の条件が付された。「工事施工中の防災措置を十分に行い，万一事故や

災害等が発生した場合は速やかに Y市長に報告すること」，「工事施工に当たり防災工事を

先行し，防災工事完成後に Y市長の確認を受けること。なお，その他の造成等は防災施設

完成後とし，Y市長の確認を受けた後でなければならない」などである。 

 これらの許可が得られたので，Xは，平成 30年 8月頃から工事を始めた。もっとも，本

件メガソーラーの計画地には河川（伊東市普通河川条例〔以下，「本件条例」という〕に

基づき Yが管理する河川）が流れているため，工事を進めるには，大型の工事車両が通る

ための橋のような構造物を河川に設置する必要がある。この設置のためには，河川敷地の

占用の許可を受けなければならない。そこで，Xは，平成 30年 11月 19日，本件条例に基

づくこの許可の申請をした。なお，本件条例は，占用の許可の要件は全く定めていない。

ところが，同年 11月 16日，静岡県知事および Y市長は，Xにおいて防災工事が未完成で

あるなど，上記 2つの許可の条件の違反があることを確認したため，是正の指導をした。

そして，許可条件への違反という事情に加えて，本件メガソーラーには多くの住民の反対

署名が提出されており，Y市長や Y市議会も反対を表明しているなどの事情の下で，平成
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31（2019）年 2月，Y市長は，Xによる河川敷地の占用の許可の申請について不許可処分

をした。これに不満のある Xは，どのような法的手段をとることができるか，および，ど

のような法的主張をすべきであるか，検討しなさい。 
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10月号（541号） 

 2XX0年 9月，X（妻）とその夫は，夫の転職にともない転居した。その際，Xは，それ

まで勤めていた勤務先を退職した。Xは，転居後に再就職をするために求職活動をしつ

つ，就職先が決まるまでの一定期間，雇用保険法（以下「法」という）に基づくいわゆる

失業手当（正式名称は失業等給付の基本手当）を受給した。Xは，翌年の 2XX1年 5月 1

日，再就職をした。それから間もなく，Xは妊娠していることが分かった。Xは 2XX2年 4

月 30日に出産し，その後，育児休業を取得した。ところが，Xは，法が定めるいわゆる育

児休業手当（正式名称は育児休業給付）を受給することができなかった。Xは出産前に，

自身に受給資格がないことを知っていた。 

 育児休業手当（以下では馴染みのあるこの表現を用いる）は，雇用保険の被保険者が，

子を出産した後，基本的にはその子が 1歳になるまでの間，子を養育するために休業した

場合に支給される。受給資格を得るには，原則として，休業を開始した日を基準にして，

その前の 2年間に，賃金が支払われた月（この点は詳しい基準があるが省略する）が通算

して 12か月以上あることが必要である（法 61条の 7第 1項）。要するに，雇用保険の被

保険者期間が 12か月以上ある場合に，育児休業手当を受給することができる（同条にお

いて正確には「みなし被保険者期間」といわれるが，以下では単に「被保険者期間」とす

る）。ただし，この被保険者期間については，失業手当を受給した場合にはリセットさ

れ，それ以前の期間は計算に含まれないという規定（同条 3項・14条 2項 1号）がある。

したがって，Xは失業手当を受給したため，それ以前（2XX0年 9月まで）に雇用されてい

た期間は被保険者期間の計算に含まれないことになる。そして，Xは 2XX1年 5月 1日に再

就職をし，翌年 4月 5日に産前休業に入り，同月 30日に出産，産後休業（産後 8週）が

経過した後の 6月 26日に育児休業を開始したので，再就職から育児休業開始までの間で

賃金が支払われた月は 12か月に満たない（計算の仕方については，厚生労働省ウェブサ

イト「雇用保険に関する業務取扱要領（令和 7年 4月 1日以降）」の中の「育児休業給

付」23頁の例示①にイメージ図がある）。こうしたことから，Xは，育児休業手当の受給

資格を得られなかった。 

 失業手当の給付日数は 90日であったのに対して，育児休業手当は子が 1歳になる日の

前日まで支給されるので（給付率は省略），その差は大きい。Xは，もし失業手当を受給し

ていなければ，前職の被保険者であった期間も計算に含まれ，育児休業手当を受給するこ

とができた。Xは，失業手当を受給する手続をとる中で，これを受給すると育児休業手当

の受給資格に影響が生じることは知らされなかった。Xは，出産前にハローワークへ相談

に行き，すでに受給した失業手当の返還を申し出たが，そうした対応は認められないと回

答された。Xが自身に育児休業手当の受給資格がないことに不満がある場合，どのような

法的手段をとることが考えられるか，および，どのような法的主張をすべきであるか，検

討しなさい。 
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9月号（540号） 

 令和元（2019）年 10月 1日，消費税が 10％に引き上げられた。その際，国は，同日か

ら令和 2年 6月 30日までの 9か月間，「キャッシュレス・消費者還元事業」（以下「本件

事業」という）を実施した。これは，消費者がクレジットカードや電子マネー等のキャッ

シュレス決済で支払いをすることにより小売業者から商品を購入し，決済事業者がポイン

ト還元をすると，その分の費用等について補助金を支給するという事業である。小売業者

が自ら発行するカードに電子マネーの機能が付いているときは，その事業者は決済事業者

にもなる。消費税率の引上げにより消費需要の落ち込みが予想されたため，消費を喚起す

るとともに，キャッシュレス化を推進することが目的であった。本件事業の対象となるの

は消費者が中小事業者から商品を購入する場合であり，ポイントの還元率は消費者の利用

額の 5％（コンビニなどフランチャイズチェーンに属する中小事業者にあっては 2％）で

あった。補助対象には，ポイント還元のための費用のほか，広告やレジのシステム改修に

要する費用等の事務経費も含まれた。 

 本件事業は経済産業省が企画・立案したものである。業務は，一般社団法人キャッシュ

レス推進協議会（以下「本件協議会」という）へ委託された。決済事業者や中小事業者

は，本件協議会に登録されると，補助金の支給を受けることができる。登録の手続や基準

は，本件協議会が作成した登録要領の定めによる。 

 コープこうべ（以下「X」という）は，消費生活協同組合法に基づき設置された消費生

活協同組合（生協）であり，兵庫県内で小売業を営んでいる。Xは当時，その店舗のみで

利用できる電子マネー「COPICA（コピカ）」を発行していた。平成 31（2019）年 3月 12

日，本件協議会が本件事業に関する登録要領を公表したところ，本件事業の対象となる中

小事業者に農協・生協等が該当するかどうかの要件は，次のとおりであった。すなわち，

「登録申請時点において，確定している（申告済みの）直近過去 3年分の各年又は各事業

年後の所得の金額の年平均額が 15億円を超える事業者」ではないこと。Xは，登録要領に

よると自らが対象になることを確認したので，令和元年 8月 29日に登録申請を行った。

また，Xは，同年 10月 1日の消費税率の引上げおよび本件事業の開始に間に合わせるため

に，同年 6月にはレジ改修の発注（156万円）を，7月にはコピカの増刷の発注（70万

枚，850万円）を，8月にはポイント還元を知らせるためのチラシの発注（179万円）を，

それぞれ行った。だが，同年 9月 27日，経済産業省から，Xの店舗の登録は認められない

とする書面が通知された。その理由は，登録要領には，「その他，本事業の目的・趣旨か

ら適切でないと経済産業省及び補助金事務局が判断する者」は登録の対象外にできるとす

る定め（以下「本件除外規定」という）があり，Xはこれに該当するためであった。この

当時，Xは 141店舗を展開しており，所得金額は 15億円を超えていなかったが，売上高や

店舗数は兵庫県内の小売業者の中で最多であったため，実質的に大企業と同視でき，本件

事業が対象とする中小事業者には該当しないと判断されたのであった。 
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 しかし，経済産業省は当初，生協も対象になるという方針を示していた。事業規模によ

っては生協が対象外になるという説明がされたことはなかった。それにもかかわらず，X

の登録申請がされた後に，同省は方針を変更したのであった。これに不満のある Xは，ど

のような法的手段をとることができるか，および，どのような法的主張をすべきである

か，検討しなさい。 
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8月号（539号） 

 ラポロアイヌネイション（以下「X」という）は，北海道十勝郡浦幌（うらほろ）町に居

住するアイヌの団体である。Xは，河川でのサケ捕獲権はアイヌの集団としての固有の権

利であると考えている。しかし，日本の河川では，サケの捕獲は全面的に禁止されてい

る。水産資源保護法 28条が次のように定めているからである。「内水面〔注，河川や湖

沼〕においては，溯河魚類のうちさけを採捕してはならない。ただし，漁業の免許を受け

た者又は漁業法第 119条第 1項若しくは第 2項及びこの法律の第 4条第 1項の規定に基づ

く農林水産省令若しくは規則の規定により農林水産大臣若しくは都道府県知事の許可を受

けた者が，当該免許又は許可に基づいて採捕する場合は，この限りでない」。 

 上記の規定のただし書により，許可を得ることでサケの捕獲は例外的に可能になる。も

っとも，これも実際には大きく制限されている。第 1に，漁業法には，内水面での漁業を

対象とする漁業権の免許に関する定めがある（60条 5項 5号・168条）。だが，漁業権の

免許は，都道府県知事が定める漁場計画に沿ってなされるところ，北海道の内水面漁場計

画（67条 1項）の中にはサケ漁業の定めがない。そのため，サケについて漁業権の免許は

一切行われていない。第 2に，上記の規定にある「規則」として北海道知事が定めるもの

に，北海道漁業調整規則がある。これにより，サケは，周年にわたり内水面における採捕

が禁止されている（38条 2項）。ただし，この禁止は，試験研究や，「内水面における伝統

的な儀式若しくは漁法の伝承及び保存並びにこれらに関する知識の普及啓発」等のために

知事の許可（これを特別採捕許可という）を受けた者については適用されない（52条 1

項）。 

 Xは，現状では，特別採捕許可を得て，伝統的な儀式等のためにのみサケの捕獲をする

ことができるにとどまる。だが，憲法 13条は個人の尊重を保障しており，市民的及び政

治的権利に関する国際規約（自由権規約，B規約）27条は少数民族が自己の文化を享有す

る権利を保障している。平成 19（2007）年に採択され日本も賛成した「先住民族の権利に

関する国際連合宣言」26条は，先住民族には土地・資源に対する権利があると定める。さ

らに，平成 31（2019）年にはアイヌ施策推進法も制定された。これらを根拠にして，X

は，同町を流れる浦幌十勝川において経済活動としてのサケ漁を行う権利が保障されるは

ずであると考えている。こうした場合，Xは，行政事件訴訟法上，どのような法的手段を

とることができるか，および，どのような法的主張をすべきであるか，検討しなさい。 
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7月号（538号） 

 Xは，難病により知的障害があり，一人で文字を書くことや話すことができないが，手

ぶりなどで意思表示をすることはできる。Xは千葉県在住であり，小中学校は普通学級に

通った。高校も，特別支援学校ではなく，県立高校の普通科の定時制への進学を希望して

いる。Xは中学 3年生のとき，県立高校の令和 5年度入学者選抜試験を受けたが，不合格

となった。その後，Xは県立高校の令和 6年度秋季入学者選抜試験を受けたが，今回も不

合格となった。 

 令和 6年度入試では，試験は面接と作文によって行われた。試験の際は，Xの特別配慮

の申請に基づき，介助者の付き添いが認められた。作文は，受験した高校が期待する生徒

像（公表されている）に関する考えを述べるというものであったが，Xは自身では文字を

書けないため，説明文が添えられた写真をあらかじめ複数用意し，それを選ぶことで文章

構成を行った上で，介助者が Xの手を持って代筆するという形で解答した。ただし，作文

の問題は事前には分からず，説明文付きの写真も限られた数しか用意できないため，問題

文に合致する作文をするには限界があった。それでも，Xは 500字程度を書き上げた。面

接では，○，×，△（答えられない）の意思表示用マグネットを使用して答えた。これら

の作文と面接の結果に，中学校の調査書を加えて，それらの総得点を踏まえつつ，能力・

適性が総合的に判定されたが，Xは不合格となった。Xの保護者が県教育委員会に問い合

わせをしたところ，不合格の理由として，「期待する生徒像に照らし合わせて，Xに学ぶ意

欲が見られなかった」という説明があった。 

 令和 6年度秋季入試において Xが受験した県立高校は，数名の募集人員に対して受験者

は Xの 1名のみであった。つまり，Xは，いわゆる定員内不合格とされたのであった。だ

が，「令和 6年度千葉県公立高等学校入学者選抜実施要項」には，「受検者の数が募集人員

に満たない場合には，学校の実態に応じて可能な限り入学許可候補者とする。」と記載さ

れていた。令和 6年度秋季入試で不合格となった Xがこれに不服がある場合，行政事件訴

訟法上，どのような法的手段をとることができるか，および，どのような法的主張をすべ

きであるか，検討しなさい。 
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6月号（537号） 

 Xは将来，法曹になりたいと思い，札幌市にある北海道大学法学部へ進学した。Xは北

海道小樽市で生まれ育ち，現在も市内に居住しながら通学している。Xの自宅の最寄り駅

は JR北海道の小樽駅であり，そこから札幌駅まで列車を利用している。ところが，Xが進

学したばかりの 2024年のことである。JR北海道は，6月 28日，国土交通大臣に対し，旅

客運賃の上限変更認可申請を行った。鉄道事業法（以下「法」という）16条 1項は，「鉄

道運送事業者は，旅客の運賃及び国土交通省令で定める旅客の料金（以下「旅客運賃等」

という。）の上限を定め，国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しよ

うとするときも，同様とする。」と定めており，鉄道の運賃等の上限を規制している（乗

車券については「運賃」，特急券については「料金」という）。実際には認可された上限に

合わせた運賃になるので，上記の上限変更認可申請は，実質的な値上げの申請である。7

月 4日，国土交通大臣から運輸審議会に対して諮問がなされ，運輸審議会は公聴会を開催

し，申請者や一般公述人の意見を聴取するなどした後，10月 3日，申請どおり認可するこ

とが適当であるとの答申をした。そして，10月 29日，国土交通大臣は上記の上限変更認

可申請について認可（以下「本件認可」という）をした。これにより，2025年 4月 1日か

ら運賃が値上げされることとなった。 

 Xに関係のある小樽・札幌間（距離は 33.8キロ）では，運賃は 750円から 800円へ

（6.6％），大学生の通学定期券は 1か月 11,790円から 13,060円へ（10.7％），6か月

63,720円から 70,850円へ（11.1％），値上げされた（カッコ内は改定率）。Xは驚いた。

なぜなら，JR北海道は 2019年 10月 1日にも値上げをし，普通運賃では平均 15.7％の改

定をしていたからである。このときまで，小樽・札幌間は，運賃が 640円，大学生の通学

定期券は 1か月 10,040円，6か月 54,190円であった。2019年と 2025年の 2度の値上げ

により，小樽・札幌間の運賃は 640円から 800円へと 25％値上げされることになる。 

 Xは，報道により，年々駅が廃止され，路線の廃止やその検討も進められている JR北海

道の厳しい経営状況は知っている。しかし，Xは，地域の公共交通を維持するために国が

役割を十分に果たさないまま認可がなされたように思え，不満がある。さらに，JR東日本

の運賃とは大きな差があることに驚き，不平等であるように思え，不満がある。この場

合，Xが本件認可に対して取消訴訟を提起することができるかどうか，検討しなさい（出

訴期間は検討しなくてよい）。 
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5月号（536号） 

 Xは，大阪府内にある A保育園を運営する社会福祉法人の理事である。A保育園では，

保育活動の一環として，少し離れた場所にある畑で園児が野菜を育て，収穫するという農

作業体験を行ってきた。この畑の土地（以下「本件土地」という）は Xが所有している。

ところが，国が整備する第二京阪道路（以下「本件道路」という）の予定地に，本件土地

が含まれることとなった。国は用地買収を行い，この道路の建設を進めたが，Xは，本件

土地について，大切な保育活動のための場であるとして買収に応じることを拒否した。そ

こで，国は，土地収用法（以下「法」という）に基づく土地収用手続をとることとした。

この法律の下では，道路建設等の事業を行うにあたって土地の収用等をしようとする者は

「起業者」と呼ばれる。本件において起業者は，国土交通大臣である。 

 起業者は，2006年 3月 27日，法 16条に基づき，国土交通大臣に対し，本件道路事業に

関して事業認定の申請をした。国土交通大臣は，同年 8月 11日付けで，20条により，事

業認定を行った。事業認定が告示されると起業地内の土地を収用することが可能になる。

そこで，起業者は，2007年 2月 27日，大阪府収用委員会に対し，本件土地について，39

条 1項および 47条の 2第 3項に基づき，収用裁決の申請および明渡裁決の申立てをし

た。同委員会は，5回にわたり Xが出席する中で審理を行い，2008年 3月 11日付けで，

47条の 2第 1項により，本件土地について収用裁決（権利取得裁決および明渡裁決）を行

った（以下「本件収用裁決」という）。これにより，起業者が本件土地の所有権を取得し

（101条 1項），Xは明渡しの期限までに起業者へ本件土地を引き渡さなければならなくな

った（102条）。 

だが，Xがこれに応じなかったため，起業者は，同年 5月 12日，本件土地の明渡しを目的

として，法 102条の 2第 2項に基づき，大阪府知事に対し，本件収用裁決の代執行の請求

をした。知事は，これを受けて，Xに対し，同年 8月 29日付けで戒告書を送付し，同年 9

月 17日までに本件土地を明け渡さないときは代執行を行い，これに要した費用を Xから

徴収する旨戒告した。Xが自ら明け渡すことをしなかったため，同年 10月 16日，知事は

代執行を行い，同日に完了した。畑では，さつまいもが順調に育ち，園児による収穫を 2

週間後に控えていたが，代執行によりすべて掘り返された。この年の農作業体験はできな

くなった。 

 以上において，Xが，❶本件道路の建設に反対する場合，❷少なくとも 2008年の農作業

体験は実施したいと考える場合，それぞれ，行政事件訴訟法上，どの時点で，どのような

法的手段をとることが適切であるか，検討しなさい。 

  



法学教室 2025 年度演習 行政法設問集 齋藤健一郎 先生 

15 

4月号（535号） 

 北海道の札幌・江別・北広島の 3市にまたがるところに，道立自然公園である野幌(の

っぽろ)森林公園がある。ここには，広大な森林にくわえて，北海道博物館，北海道開拓

の村（屋外博物館），そして北海道百年記念塔という鉄塔がある。蝦夷地が北海道となっ

た 1869（明治 2）年から 100年後の 1968年，北海道で百年記念事業が実施され，その 1

つとして，これらの施設の建設が計画された。百年記念塔は，高さが北海道百年にちなん

で 100mあり，1970年に完成した。ところが，塔の側面の鉄板の一部が落下するなど，劣

化が進んだ。2016年から，道は「北海道の歴史文化施設活性化に関する懇談会」を開催

し，百年記念塔を含む上記施設の今後のあり方について検討を行った。検討の結果は，

「ほっかいどう歴史・文化・自然『体感』交流空間構想」として，2018年に公表された。

百年記念塔については，老朽化していること，多額の維持管理費用がかかることを理由

に，解体撤去が決定された。2022年 3月に道議会が解体撤去費に関する予算を可決したこ

とを受けて，道は，同年 10月，建設業者との間で，工事代金約 5億円で塔の解体工事の

請負契約を締結した。同年 11月には解体工事が始まった。だが，百年記念塔の入口に掲

げられた建立記によれば，「かつて原始の密林を切り拓き，厳しい風雪に耐えぬいて，本

道発展の基礎を築いた多くの先人の，想像を絶する辛苦を忘れることはできない」，そう

した「先人の偉業を長く後世に顕彰し，慰霊の誠を捧げるとともに，輝く未来を創造する

決意の表徴として」，この塔は建設された。開拓の歴史を記念する施設あるいは工作物で

ある。こうした想いが込められた塔が解体されようとしている場合に，これに反対する近

隣住民が行政事件訴訟法に基づき何らかの訴訟を提起することができるかどうか，検討し

なさい。なお，百年記念塔は文化財保護法上の文化財には指定されていない。地方自治法

上の公の施設でもない。自然公園内にあるが自然公園法・条例上の公園施設でもない。 


